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文芸美術国民健康保険組合 

〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-7-2 ミレーネ神田ＰＲＥＸ4階 

電    話  03(6811)7293番 (代) 

ファクシミリ  03(6811)7294番 (代) 

ホームページアドレス https://www.bunbi.com/ 

  



 
 

昭和 28(1953)年 4月 1日、国民健康保険法に基づき、旧厚生省の認可を経て設立さ

れた公法人です。令和 7(2025)年 1 月末日現在、組合員(世帯主)は 13,591 名(うち

特例組合員は 117 名)、家族は 5,885 名、合計 19,476 名の方々が加入されていま

す。 

 
 

理 事 長 福王寺 一彦 日本美術家連盟 
副 理 事 長 
常 務 理 事 

近藤 篤弘 日本グラフィックデザイン協会 

理   事 石谷 洋子 日本脚本家連盟 

   〃     朴 慶南   日本文芸家協会 

   〃     小池 良幸   日本写真家協会 

   〃     丸内 敏治 日本シナリオ作家協会 

   〃     風間 はる香 学識経験 

   〃     鈴木 公明 日本イラストレーション協会 

   〃     大倉 崇裕 日本推理作家協会 

   〃     挟間 治 日本漫画家協会 

監   事  丸尾 みほ 日本脚本家連盟 

   〃     田中 秀和 日本ネットクリエイター協会 
 
 
 
 
 
文芸、美術及び著作活動に従事し、組合加盟の各団体の会員である方とその家族 

●なお、法人事業所の事業主、従業員の方々は健康保険が強制適用となっており、当組合を含め、

国民健康保険には加入できません。 

●後期高齢者の方(75 歳以上の方、または 65 歳以上 75 歳未満で広域連合より障がい認定を受けて 

いる方)は加入できません。 

●住民票上同一世帯の方については、健康保険に加入すべき方、後期高齢者医療制度に加入されて

いる方を除き、ご一緒に加入となります。 
 
 

加入手続きに必要なもの   
  

令和 7 年 2 月中旬より、組合 HP(https://www.bunbi.com/)で加入申込書類の入力フォームを公開し

ました。不備が少なく、一時保存しながら入力ができるため、フォームの利用を推奨いたします。 

 

※フォームを利用しない方は、①,②,⑥,⑦の書類は所属団体からお取り寄せください。 

① 加入申込書    

② 個人番号・身元が確認できる書類（本人確認貼付用紙） 

③ 所得税の確定申告書控え：第一表、第二表、所得の内訳書 

④ 作品例 

⑤ 住民票 

⑥ 加盟団体証明書：加盟団体の証明があるもの。詳細は所属団体にご確認ください。 

⑦ 預金口座振替依頼書 
 

※詳細については、「加入の手引き」をご覧ください。 

 

 

役 員 

加入資格 

設 立 



 

組合員の収入が多い、少ないにかかわらず均等です。 

令和７年度(令和７年４月から) 

医療保険･後期高齢者支援金分 

 組合員 …… 1人月額 25,700円(内訳：医療保険分 19,900円 後期高齢者支援金分 5,800円) 

 家 族 …… 1人月額 15,400円(内訳:医療保険分 9,600円 後期高齢者支援金分 5,800円) 

介護保険分  

 満 40歳から 64歳までの被保険者 …… 1人月額 6,100円 

特例組合員分  

 満 75歳以上の組合員            …… 1人月額 1,000円 

参考   東京都 23 区(杉並区)の令和 6 年度の保険料：医療分は賦課標準額の 8.69％と均等割(1 人 49,100 円)の合計、年

間最高限度額は 65 万円。後期高齢者支援金分は賦課標準額の 2.80％と均等割(1 人 16,500円)の合計、年間最高

限度額は 24 万円。介護保険料は賦課標準額の 2.20％と均等割(1 人 16,500 円)の合計、年間最高限度額は 17 万

円が賦課されます。 
 

未就学児世帯支援金 
未就学児被保険者の方１児につき、年額 12,000円を軽減いたします。 
 

産前産後被保険者の保険料軽減措置 
産前産後被保険者の保険料について、1児 4カ月 2児以上 6カ月を軽減いたします。（令和 6年

1月賦課から） 

 

医療費の負担 

自己負担は組合員･家族共 3割、なお就学児未満は 2割、70歳以上の方は 2割または 3割 

療養費･高額療養費の支給、入院時における食事代の一部負担について、公営国保と同じ。 
 

出産育児一時金  
お子様をご出産されたときは、1児につき出産育児一時金を支給いたします。 

産科医療補償制度加入の分娩機関で出産した場合        …500,000円  

産科医療補償制度未加入の分娩機関、または海外で出産した場合 …488,000円 
 

葬祭費  

亡くなられたときは、葬祭費として次のとおり支給いたします。(特例組合員除く) 

組合員(組合加入後)  満 05年未満… 70,000円    家族 一律 70,000円          

満 05年以上… 90,000円  

満 10年以上…110,000円 
 

疾病予防 

① 75歳未満の方が人間ドックを受けたとき(1人年度内 1回)  

･組合員 24,000円以内 (満 50歳の方は 35,000円以内) 家族 19,000円以内    
●資格取得年月日より 1 年以上継続の方。  
●胃部レントゲン又は胃カメラを含む総合精密健康診断、脳ドック、PET 検査のいずれか。 
●受診時に東京都在住の方については、補助額に 4,000 円まで増額して助成。 
●受診した年度末時点で 40 歳以上の方、かつ特定健診項目の結果(コピー)をご提出いただいた 
方には、10,000 円まで増額して助成。 

 
② 特定健康診査･特定保健指導(1 人年度内 1回) 

② ･特定健康診査(40～74歳の被保険者) 15,000円以内 

･特定保健指導(特定健康診査の結果、特定保健指導が必要な方) 

    動機付け支援 28,000円以内  積極的支援 39,000円以内 
 

③ 75歳以上の方が健康診断を受けたとき(1人年度内 1回) 

 ･特例組合員 12,000円以内 

 給付内容 

保険料 



 

アンチモニー型工芸組合、いけばな協会、ＮＨＫ専属作家協会、現代歌人協会、ジ

ャパン デザイン プロデューサーズ ユニオン、全日本書道連盟、全日本書文化振

興連盟、著作家健保会、東京イラストレーターズ･ソサエティ、東京グラフィック

デザイナーズクラブ、東京コピーライターズクラブ、東京版下書道組合、東京模様

糊画組合、日本アニメーション協会、日本アニメーター･演出協会、日本アニメフ

ィルム文化連盟、日本イラストレーション協会、日本インダストリアルデザイン協

会、日本インテリアコーディネーター協会、日本インテリアデザイナー協会、日本

インテリアプランナー協会、日本映画監督協会、日本映画撮影監督協会、日本映画

テレビプロデューサー協会、日本映画ペンクラブ、日本ＳＦ作家クラブ、日本エッ

セイスト･クラブ、日本演劇協会、日本音楽作家協会、日本脚本家連盟、日本空間

デザイン協会、日本グラフィックデザイン協会、日本ゲームシナリオライター協会、

日本広告写真家協会、日本サインデザイン協会、日本作詩家協会、日本作曲家協議

会、日本作編曲家協会、日本児童出版美術家連盟、日本児童文学者協会、日本児童

文芸家協会、日本シナリオ作家協会、日本写真家協会、日本写真館協会、日本写真

作家協会、日本ジュエリーデザイナー協会、日本出版美術家連盟、日本商環境デザ

イン協会、日本推理作家協会、日本スポーツプレス協会、日本タイポグラフィ協会、

日本彫型協会、日本デザイン書道作家協会、日本デジタルライターズ協会、日本図

書設計家協会、日本ネットクリエイター協会、日本パッケージデザイン協会、日本

美術家連盟、日本文芸家協会、日本漫画家協会、日本モータースポーツ記者会、日

本理科美術協会、日本レース写真家協会、俳人協会、美術評論家協会、美術評論家

連盟、ＶＦＸ－ＪＡＰＡＮ、マンガジャパン、ミュージック･ペンクラブ･ジャパン 

 

令和 7(2025)年 4月改訂 

 

現在組合に加盟している団体 


